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ファミリーマートは、ステークホルダーの皆さまからの信頼を土台とした「地域密着経営」を実践していくために、
コンプライアンスの徹底とリスク管理の継続的強化に取り組んでいます。

リスクマネジメント・コンプライアンスの徹底／人権の尊重

リスク管理に関する基本的な考え方

事業活動に重大な影響をおよぼすリスクが増大・複雑化す
る中、企業にはそうしたリスクに適切に対処するための体制整
備が求められています。

当 社 は、リスク管 理を経 営 の 重 要 課 題と認 識し、ISO 
31000の考え方等を参考にリスクマネジメント規程を制定し、
リスク管理体制を整備しています。具体的には、食品の安全・
安心をはじめ、自然災害や不正・法令違反、贈収賄を含むあ
らゆる腐敗防止、人権問題、環境問題、情報セキュリティな
ど、当社およびグループ会社、各部門が直面する可能性のあ
るリスクを定期的に分析・評価した上で、重点的に対処すべ
きリスクを抽出し、重大リスクの未然防止および当該リスクの
影響等を最小化するための体制や初期対応等につき規程等を
整備して、リスクを適切に管理しています。

特に「食品の安全・安心」「自然災害」「事件・事故」「不正・
法令違反」については、リスクが顕在化した際の社会や自社に
与える影響が大きいことから、エスカレーションシステムを重点
的に構築することで危機管理の対応強化に取り組んでいます。
新事業進出の際には、労働問題に抵触しないよう、適宜、リス
ク評価や調査を実施しております。今後も、社会のインフラを
担う企業としての社会的責任を自覚し、リスク管理の仕組みを
強化していきます。

リスク管理・コンプライアンス推進体制

当社は、リスク管理とコンプライアンスに関する活動を横断的に統括するため、代表取締役社長の諮問機関としてリスクマ
ネジメント・コンプライアンス委員会を設置しています。当委員会では、当社およびグループ会社からの定期的な報告を通じ
て、グループ全体のリスク管理およびコンプライアンスに関する体制の整備・運用状況等を確認するとともに、方針・計画を
審議しています。

なお、リスク管理の推進と徹底を担う専門部門として、当社内には法務部 コンプライアンスグループ、各部門には推進責任
者を設置しています。リスクマネジメント・コンプライアンス委員会では、会社や部門ごとに異なるコンプライアンスリスク
に関する情報を共有することで、全社のコンプライアンスの徹底とリスク管理の強化を図っています。

また、リスク管理体制等の有効性について定期的にレビューするとともに、毎年リスクの再評価や洗い出しなど、リスクアセ
スメントを実施しています。

リスク管理・コンプライアンス推進体制図（2019年8月1日時点） リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の構成・主な役割

取締役会

［事務局］
法務部

コンプライアンスグループ
災害対策本部（緊急時）

リスクマネジメント・コンプライアンス委員会

経営会議

委員長 取締役専務執行役員

委　員

▪委員長
▪関係会社管理部長
▪経理財務部長
▪法務部長
▪IT企画部長
▪グループ会社コンプライアンス責任者
▪監査室長
▪監査役

事務局 法務部  コンプライアンスグループ

主な役割

①事件・事故等の案件の整理・区分
②コンプライアンスに関する事項の審議
③重要案件の経営陣への報告と、主管本部への

初動対応と調査の指示
④主管本部による調査結果と対応案への審議を

行い、社長へ報告
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主要なリスク

当社では、事業リスクをワークショップ方式で特定しています。
主管部署を中心に、社会情勢やトレンド、直近の事例から想定さ
れるリスクを抽出し、各部門で管理方法を検討しています。

なお、当社グループの事業等において、投資者をはじめとし
たステークホルダーの皆さまの判断に重要な影響をおよぼす
可能性のある事項は、主として以下が挙げられます。当社は
これらをリスクマネジメントにおける重要項目として位置付け、
加盟店や取引先とも協力しながらグループ全体で対応を進め
ています。 主要な新興リスクと対応

新興リスク

当社が社会とともに持続的に成長するためには、中長期的
な観点で新たなリスク等に適切に対応することが重要と考え
ています。主に以下の事項については、今後さらなる対応が
必要となる可能性が考えられます。当社では、こうした事項に
ついて、リスクを低減する適切な施策を随時検討しながら、一
方では新たなビジネス機会や価値の創出にもつながる取り組
みも検討しています。

事業継続計画（BCP）の高度化

当社グループでは、大規模災害等の緊急事態が発生した場
合でも、お客さまや地域社会をはじめとしたステークホルダー
の皆さまへのネガティブな影響を最小限にとどめるために、事
業継続計画（BCP）を定めています。本社機能の維持、生産工
場や物流網の確保、被災地域全体の店舗オペレーションのあ
り方までを視野に入れたBCPを構築しています。

年4回実施しているBCP定例会では、緊急時の対応を定期
的に協議するほか、年1回、災害対策本部を設置した模擬訓
練も実施しています。この訓練では、地震発生時のシミュレー
ションを、震度や震源の位置が異なる複数の想定パターンを設
定して行うとともに、過去の地震発生時の「実体験」に基づいて
実証された要素を組み入れながら、調達から生産、物流、本部
機能や店舗オペレーションの状況にいたるまでのストレス状況
を検証しています。このように実体験を細かく組み入れること
は、将来に発生し得る地震災害における初動対応に大きく役立
つため、各地域での経験の蓄積も、リスク管理の重要な要素と
なっています。なお、昨今頻発化する集中豪雨についても同様
に、各地の状況も踏まえながら、BCPの策定に活かしています。

今後も、地域の生活者を支える企業としての社会的使命を
果たすことができるように、BCPの高度化を図ります。

主要なリスク

①経済情勢等 ⑥個人情報の取り扱い

②自然災害等 ⑦情報システム

③フランチャイズ方式 ⑧人材

④食品等の安全性 ⑨債権管理

⑤法規制等の影響
　（ESG関連法含む） ⑩減損

※上記には将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は当連結会計年度末
現在において判断したものです。

環境法規制の強化

気候変動や水資源、海洋プラスチックごみ問題など環境問題
意識の高まりによる、環境法規制の強化への対応に向けて、
業界団体とも連携しながら、環境負荷の削減に向けた一層の
取り組みを検討していきます。

サプライチェーンを含む人権問題や動物福祉、
遺伝子組み換え食品

関連法規制の導入や消費者行動の変化等も視野に入れ、
今後の取り組みを検討、強化していきます。

安否確認訓練を加盟店でも実施

当社では、自然災害や事故に対するリスク意識を醸成する手段の一つとして、本部社員を対象に年4回の安否確認訓練を実施してきま
した。全国約16,500の店舗においても2018年から安全訓練の一環として取り入れ、加盟店とともにグループ全体でリスクに対する意
識向上を目指しています。また、店長・ストアスタッフには、「ファミリーマート緊急時行動要項」を配布し、常備するように指導しています。
日本語版と外国人スタッフ向けの英語版を提供しており、大きな地震を想定した災害の発生時にすべきことや発生に備えてすべきことなど
がまとめてあります。いざという時の避難場所や緊急連絡先の確認など、個店ごとに活用できるようになっています。

T O P I C S

（日本語版表紙） （英語版）

ファミリーマート緊急時行動要項
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コンプライアンスに関する
基本的な考え方

当社が考えるコンプライアンスとは、事業展開する国・地域
の法令や社会規範を遵守するだけでなく、当社の成長を支えて
いく価値観である「ファミリーマート基本理念」を具現化するた
めのミッションや「倫理・法令遵守基本方針」に基づき、従業員
一人ひとりが誠実に、高い道徳意識や倫理観を持って行動して
いくことです。当社では、この考えに基づいたコンプライアンス
行動指針・行動規範および「コンプライアンス規程」を制定し、
全従業員はこれらの規程等を遵守するものとし、常時閲覧が可
能な社内イントラサイトに掲示しています。

また、内部統制の面からも、金融商品取引法における内部統
制報告制度の業務プロセス監査と合わせて、コンプライアンス
推進を徹底しています。

コンプライアンス推進体制

当社では、コンプライアンスとリスク管理を一体で統括する
リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、グルー
プ全体のコンプライアンス体制の整備・運用状況等を定期的
に取締役会に報告しています。

なお、万が一、「倫理・法令遵守基本方針」、「コンプライアン
ス規程」に違反する事例が確認された場合には、原因究明の
上、各種是正措置を行います。贈賄を含む法令違反に関与し
た役員・従業員に対し、懲戒を検討し、社内調査の結果によっ
ては厳罰をもって処す姿勢で取り組んでいます。

 参照：P16 リスク管理・コンプライアンス推進体制

コンプライアンス教育と意識調査

当社では、コンプライアンスを徹底するために、年1回のe-
ラーニングによるコンプライアンス研修（全従業員対象）に加
え、隔月のコンプライアンス教育（職場ごと）を実施していま
す。研修終了後には、倫理・法令遵守基本方針を理解し遵守
することを誓約する仕組みになっています。なお、毎年コンプ
ライアンス意識調査を実施し、コンプライアンス意識の浸透度
を確認するとともに改善策の検討に役立てています。

また、従業員が必要な際に、コンプライアンス関連の情報に
アクセスしやすいように、各種方針・規程類や事件・事故発
生時の対応方法、内部情報提供制度（ホットライン）等を常時
掲載した社内イントラサイトを開設しています。

このほか、環境や食品安全、下請法などの職責や担当業務
に応じたコンプライアンス研修も部門ごとに定期的に実施して
います。

内部情報提供制度（ホットライン）

法令違反をはじめ、贈収賄等を含むあらゆる腐敗行為、ハラ
スメントや人権侵害等、当社グループが定める規範・規程等
に違反する行為に関して、社内外の専門家に相談・通報がで
きる窓口として、いつでもアクセス可能な「内部情報提供制度」

（ホットライン）を社内外に設置し、「しない・させない・見過ご
さない」をスローガンに運用を行っています。ホットラインは、
全従業員が利用可能で、活用を促すために定期的に従業員へ
周知しています。このように社内外に窓口を設置することで、
コンプライアンス違反行為の未然防止や、違反発生時の是正
体制を確立しています。

なお、ホットラインは電話や電子メール、封書でも受け付け
ており、情報提供者の匿名性や、通報内容の秘密を守ること
はもちろん、情報提供者に対する不利益な取り扱いや報復措
置の禁止も定め、通報者保護を図っています。また、海外グ
ループ会社についても、各国の法制や特殊性を踏まえた適切
な独自の仕組みを構築し、コンプライアンスの徹底を図ってい
ます。

2018年度（2018年3月から2019年2月まで）の情報提供
は55件で、実際に確認できた違反内容については、予防・再
発防止の措置を講じています。

2018年度のコンプライアンス教育で取り上げた主なテーマ

▪倫理・法令遵守（贈収賄やインサイダー取引、マネー・ロン
ダリング等の腐敗防止を含む）

▪労務管理（ハラスメント防止）
▪情報管理（個人情報）
▪ISO14001（環境マネジメントシステム）
▪品質管理
▪ホットライン

不正・違法、ルール違反の疑い 6件

労働契約、就業・労働時間等に関する相談 4件

職場環境、行動・言動に関する相談、
ハラスメントの疑い 45件

合計 55件

ホットラインの運用状況（2018年度）
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腐敗防止への取り組み

当社では、倫理・法令遵守に関する概括的な規程として制
定している「基本方針」「行動指針」「行動規範」に則り、強要や
贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止に取り組むことを、国
連グローバル・コンパクト加盟企業として明確に宣言し、全従
業員はこれらを遵守するものとしています。

具体的には、接待、贈答の授受に関する贈賄行為をはじめ、
一般的なビジネス慣習を逸脱した行為を一切行わないこと、
公的機関との取引および政治献金については関連法令を遵守
すること、国内外を問わず公務員や民間の役職員に対して不
正な利益を得る目的で金品や供応・便宜その他の利益を供与
しないことなどを徹底しています。

人権の尊重

当社は、国連グローバル・コンパクト加盟企業として、「国際
人権章典」および国際労働機関（ILO）の「労働における基本的原
則及び権利に関する宣言」、国連の「ビジネスと人権に関する指
導原則」（ラギー原則）、「OECD多国籍企業ガイドライン」などの
人権に関する国際規範を支持し、人権尊重の取り組みを推進し
ています。サステナビリティ基本方針においても、人種、国籍、
宗教、性別などに関わらず、人とその権利を尊重し、事業に関わ
るすべての人たちが活躍し、働きがいのある事業活動を推進し
ており、児童労働や強制労働、過重労働や最低賃金に関する法
令順守を含めた非人道的な労働に加担しない企業姿勢を明確
にしています。具体的には、従業員の採用時の年齢確認の実施
や、外国籍の従業員を雇用する際には「外国籍スタッフ雇用ガイ
ド」を活用し、人権への配慮を全社的に通知しています。

また、サプライチェーン全体で人権尊重の取り組みを推進す
るために、「サステナビリティ調達原則」および「サプライチェー

ンCSR行動規範」を制定し、人権の尊重と人権侵害に加担しな
いことをサプライヤーの皆さまに要請しています。

なお、人権尊重の取り組みの実効性を向上させるため、今
後、人権方針の策定や事業活動による人権リスクの特定、影
響評価（デューデリジェンス）を実施することを予定しています。

反社会的勢力との関係遮断

当社は、反社会的勢力を排除し関係を遮断するために、そ
の関係遮断を社内外に宣言し対応しています。また、警察、
弁護士等の外部機関、業界団体および地域社会との連携を強
化し、組織としての対応に努めています。

情報セキュリティ

当社は、事業を遂行する上で、加盟店、取引先、グループ会
社との間に情報システムを構築しています。また事業の過程
においては、お客さまの個人情報を収集、保有しています。こ
れら当社が取り扱う情報のすべてが、会社の重要な経営資源
であり、かつお客さまや社会の重要な情報資源であることを認
識し、情報システム資源に関するリスク管理を重要な経営戦
略の一つと位置付けています。

当社では、情報システム資源への不正アクセスおよび不正
使用、情報システムの漏えい、滅失又は毀損等のリスクを回避
し、情報システム資源に関する不正行為により会社に発生する
損害を未然に防ぐために、情報セキュリティマネジメント規程お
よび、情報システム資源取取扱規程を制定し、継続的に情報
セキュリティマネジメントの運用を改善・強化しています。

また、当社では情報資産の管理に関するリテラシーを向上さ
せるため、全従業員を対象にeラーニングを定期的に実施して
いるほか、情報セキュリティ違反事例を社内共有することで、

情報セキュリティ推進体制図

情報システム
資源管理者

部門管理責任者

部門管理担当者

システム利用者

部門管理責任者

部門管理担当者

システム利用者

監査責任者

部門管理責任者

部門管理担当者

システム利用者

情報セキュリティ対策

情報セキュリティ統括責任者（CIO）

人的対策
▪個人情報保護e
ラーニング教育
▪情報セキュリ
ティに関する情
報提供

物理的対策
▪入退室管理
▪セキュリティ区画
のレベル別ルール

技術的対策
▪不正アクセス検知
▪ログ確認（PC・各
種機器）

▪脆弱性検査

意識の啓発につなげています。
なお、機密情報や個人情報を扱う当社およびグループ会社の

従業員のみがアクセスできるオフィスを設定し、入退室管理を厳重
に行っています。業務委託先の会社に対しても、2年に一度実地
監査を行うことで、より強固なセキュリティ体制を構築しています。

情報セキュリティ推進体制

個人情報の漏えい事故や、情報システムの障害やシステム
を悪用した不正等により業務の遂行等に支障をきたす事態が
発生した場合、当社グループの事業の遂行や業績および財務
状況等に影響をおよぼす可能性があります。

当社では、情報セキュリティ統括責任者（CIO）のもと、強固
な情報セキュリティ管理体制を構築し、一般に信頼性が高いと
認められている組織的、人的、物理的、技術的安全管理措置
を講じています。
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